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人
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委
員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
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三
十
二
年
宮
城
県
条
例
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二
十
九
号
）
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基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
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昇
格
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昇
給
等
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基
準
）
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一
部
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よ
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す
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。

　

第
一
条
中
「
職
務
の
級
に
つ
い
て
の
標
準
的
な
職
務
の
内
容
」
を
「
職
務
と
そ
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雑
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及
び
責
任
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。
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。
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標
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職
務
）

第
三
条　

給
与
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
職
務
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
　
　

級
別
標
準
職
務
表
（
第
三
条
関
係
）

給
料
表
の
種
類
職
務
の
級

給
与
条
例
別
表
第
五
の
二
に
定
め
る
級
別
標
準

職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務

行
政
職
給
料
表
１
級

２
級

３
級

１
　
企
画
員
の
職
務

２
　
専
門
検
査
員
の
職
務

３
　
教
務
主
任
の
職
務

４
　
副
主
任
指
導
員
の
職
務

５
 　
事
務
長
（
給
与
条
例
別
表
第
五
の
二
に
定
め
る
級
別
標
準
職
務
表
（
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
「
職
務
表
」
と
い
う
。
）
中
行
政
職
給
料
表
三
級
の
項
第

五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
務

４
級

１
　
主
任
専
門
検
査
員
の
職
務

２
　
所
長
代
理
の
職
務

３
　
主
任
指
導
員
の
職
務

４
　
困
難
な
業
務
を
行
う
企
画
員
の
職
務

５
　
困
難
な
業
務
を
行
う
専
門
検
査
員
の
職
務

６
　
困
難
な
業
務
を
行
う
教
務
主
任
の
職
務

７
　
困
難
な
業
務
を
行
う
副
主
任
指
導
員
の
職
務

８
 　
困
難
な
業
務
を
行
う
事
務
長
（
職
務
表
中
行
政
職
給
料
表
四
級
の
項
第
四

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
務

９
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
査
又
は
技
術
主
査
の
職
務

５
級

１
　
上
席
専
門
検
査
員
の
職
務

２
　
副
監
査
専
門
監
の
職
務

３
　
規
模
の
小
さ
い
地
方
機
関
の
長
の
職
務
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４
　
地
方
機
関
の
副
園
長
，
副
校
長
又
は
部
長
の
職
務

５
　
上
席
指
導
員
の
職
務

６
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
幹
又
は
技
術
主
幹
の
職
務

７
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
専
門
検
査
員
の
職
務

８
　
困
難
な
業
務
を
行
う
所
長
代
理
の
職
務

９
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
指
導
員
の
職
務

10　
警
察
本
部
又
は
市
警
察
部
の
次
長
の
職
務

11 　
警
察
本
部
の
術
科
指
導
官
，
少
年
育
成
官
又
は
交
通
事
故
分
析
官
の
職
務

12　
警
察
学
校
の
科
長
の
職
務

13　
警
察
署
の
課
長
代
理
の
職
務

14 　
高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
，
中
学
校
又
は
小
学
校
の

総
括
主
幹
の
職
務

６
級

１
　
本
庁
又
は
委
員
会
等
の
事
務
局
の
副
参
事
又
は
技
術
副
参
事
の
職
務

２
　
総
括
専
門
検
査
員
の
職
務

３
 　
極
め
て
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
部
長
，
局
長
又
は
支
所
長
の
職

務
４
 　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
副
所
長
，
技
術
副
所
長
，
副
校
長

又
は
部
長
の
職
務

５
　
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
部
長
又
は
支
所
長
の
職
務

６
　
地
方
機
関
の
副
参
事
又
は
技
術
副
参
事
の
職
務

７
 　
警
察
本
部
の
監
察
官
，
会
計
調
査
官
，
施
設
調
査
官
，
相
談
指
導
官
，
情

報
管
理
調
査
官
，
企
画
調
査
官
，
給
与
調
査
官
，
教
養
調
査
官
又
は
少
年
相

談
指
導
官
の
職
務

８
 　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
警
察
組
織
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

四
項
に
掲
げ
る
組
織
の
隊
長
，
室
長
，
所
長
又
は
工
場
長
の
職
務

９
　
宮
城
県
警
察
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
の
交
通
管
制
官
の
職
務

10 　
警
察
組
織
規
則
第
三
条
第
四
項
に
掲
げ
る
組
織
の
副
隊
長
，
副
室
長
又
は

副
所
長
の
職
務

11　
警
察
本
部
の
副
参
事
又
は
技
術
副
参
事
の
職
務

12　
警
察
署
の
会
計
官
の
職
務

13　
警
察
署
の
副
参
事
の
職
務

14　
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
事
務
部
長
の
職
務

15　
海
洋
総
合
実
習
船
の
船
長
の
職
務

７
級

職
務
内
容
及
び
責
任
の
程
度
が
，
職
務
表
中
行
政
職
給
料
表
七
級
の
項
に
掲
げ

る
職
務
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
職
務
で
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の

８
級

１
　
危
機
管
理
監
の
職
務

２
　
本
庁
又
は
委
員
会
等
の
事
務
局
の
参
事
又
は
技
術
参
事
の
職
務

３
　
監
査
監
の
職
務

４
　
極
め
て
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
副
所
長
又
は
副
館
長
の
職
務

５
　
警
察
本
部
の
参
事
の
職
務

９
級

１
　
本
庁
又
は
委
員
会
等
の
事
務
局
の
理
事
又
は
技
監
の
職
務

２
　
教
育
監
の
職
務

10級

公
安
職
給
料
表
１
級

２
級

３
級

１
　
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在
所
の
所
長
の
職
務

２
　
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在
所
の
副
所
長
の
職
務

３
　
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在
所
の
班
長
の
職
務

４
級

１
 　
警
察
署
の
課
長
（
職
務
表
中
公
安
職
給
料
表
五
級
の
項
第
三
項
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
務

２
 　
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在

所
の
所
長
の
職
務

３
 　
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在

所
の
副
所
長
の
職
務

４
 　
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は
駐
在

所
の
班
長
の
職
務

５
級

１
　
警
察
本
部
，
市
警
察
部
又
は
警
察
署
の
次
長
の
職
務

２
 　
宮
城
県
警
察
機
動
警
ら
隊
，
宮
城
県
警
察
鉄
道
警
察
隊
，
宮
城
県
警
察
機

動
捜
査
隊
，
宮
城
県
警
察
交
通
機
動
隊
，
宮
城
県
警
察
高
速
道
路
交
通
警
察

隊
又
は
宮
城
県
警
察
機
動
隊
の
副
隊
長
の
職
務

３
 　
宮
城
県
警
察
科
学
捜
査
研
究
所
の
副
所
長
の
職
務

４
 　
警
察
本
部
の
秘
書
官
，
留
置
管
理
指
導
官
，
職
務
倫
理
教
養
官
，
術
科
指

導
官
，
地
域
指
導
官
，
通
信
指
令
官
，
検
視
官
，
交
通
事
故
鑑
識
官
又
は
総

合
情
報
分
析
官
の
職
務

５
 　
警
察
組
織
規
則
第
三
条
第
四
項
に
掲
げ
る
組
織
の
隊
長
，
室
長
又
は
所
長

の
職
務

６
 　
宮
城
県
警
察
交
通
機
動
隊
又
は
宮
城
県
警
察
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
の
分

駐
隊
長
の
職
務

７
 　
警
察
学
校
の
科
長
の
職
務

８
 　
警
察
組
織
規
則
第
三
条
第
四
項
に
掲
げ
る
組
織
の
副
隊
長
，
副
室
長
又
は

副
所
長
の
職
務
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９
　
宮
城
県
警
察
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
の
通
告
補
佐
官
の
職
務

10 　
特
に
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は

駐
在
所
の
所
長
の
職
務

11 　
特
に
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
又
は

駐
在
所
の
副
所
長
の
職
務

６
級

職
務
内
容
及
び
責
任
の
程
度
が
，
職
務
表
中
公
安
職
給
料
表
六
級
の
項
に
掲
げ

る
職
務
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
職
務
で
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の

７
級

１
 　
宮
城
県
警
察
機
動
警
ら
隊
，
宮
城
県
警
察
鉄
道
警
察
隊
，
宮
城
県
警
察
機

動
捜
査
隊
，
宮
城
県
警
察
交
通
機
動
隊
，
宮
城
県
警
察
高
速
道
路
交
通
警
察

隊
又
は
宮
城
県
警
察
機
動
隊
の
隊
長
の
職
務

２
 　
宮
城
県
警
察
科
学
捜
査
研
究
所
の
所
長
の
職
務

３
 　
警
察
本
部
の
上
席
監
察
官
，
監
察
官
，
相
談
調
査
官
，
人
事
調
査
官
，
生

活
安
全
捜
査
指
導
官
，
人
身
安
全
対
策
官
，
少
年
事
件
指
導
官
，
経
済
調
査

官
，
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
指
導
官
，
警
ら
指
導
官
，
刑
事
指
導
官
，
総
括
検

視
官
，
広
域
捜
査
官
，
性
犯
罪
捜
査
指
導
官
，
告
訴
事
件
指
導
官
，
特
別
捜

査
指
導
官
，
組
織
窃
盗
対
策
官
，
国
際
犯
罪
捜
査
指
導
官
，
暴
力
団
対
策

官
，
暴
力
団
捜
査
指
導
官
，
銃
器
薬
物
捜
査
指
導
官
，
交
通
規
制
企
画
官
，

交
通
事
故
事
件
捜
査
統
括
官
，
被
害
者
連
絡
調
整
官
，
交
通
聴
聞
官
，
警
備

指
導
官
又
は
警
衛
警
護
対
策
官
の
職
務

４
 　
警
察
本
部
又
は
市
警
察
部
の
管
理
官
の
職
務

５
 　
警
察
学
校
の
副
校
長
の
職
務

６
 　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
警
察
組
織
規
則
第
三
条
第
四
項
に
掲
げ
る
組
織

の
隊
長
，
室
長
又
は
所
長
の
職
務

７
 　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
警
察
組
織
規
則
第
三
条
第
四
項
に
掲
げ
る
組
織

の
副
隊
長
，
副
室
長
又
は
副
所
長
の
職
務

８
 　
宮
城
県
警
察
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
の
通
告
官
の
職
務

９
 　
警
察
署
の
副
署
長
の
職
務

10　
警
察
署
の
刑
事
官
又
は
地
域
交
通
官
の
職
務

８
級

職
務
内
容
及
び
責
任
の
程
度
が
，
職
務
表
中
公
安
職
給
料
表
八
級
の
項
に
掲
げ

る
職
務
と
同
程
度
と
認
め
ら
れ
る
職
務
で
人
事
委
員
会
の
認
め
る
も
の

９
級

１
　
組
織
犯
罪
対
策
局
長
の
職
務

２
　
警
察
本
部
の
参
事
官
の
職
務

教
育
職
給
料
表

（
一
）

１
級

教
育
職
給
料
表
（
一
）
級
別
資
格
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
区
分
に
お
い
て
「
短

大
卒
」
が
適
用
さ
れ
る
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又

は
栄
養
教
諭
（
職
務
表
中
教
育
職
給
料
表
（
一
）
二
級
の
項
第
一
項
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
職
務

２
級

１
 　
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
講
師

に
限
る
。
）
の
職
務

２
 　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
地
方
教
育
行
政
法
」
と
い

う
。
）
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ
た
指
導

主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
幹
の
職
務

３
 　
地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て

ら
れ
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
任
主
査
の
職
務

４
 　
地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て

ら
れ
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
査
の
職
務

特
２
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ

た
指
導
主
事
の
う
ち
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
主
幹
の
職
務

３
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ

た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
次
長
の
職
務

４
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ

た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
副
参
事
の
職
務

教
育
職
給
料
表

（
二
）

１
級

２
級

１
 　
中
学
校
又
は
小
学
校
の
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
講
師
に
限

る
。
）
の
職
務

２
 　
地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て

ら
れ
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
幹
の
職
務

３
 　
地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て

ら
れ
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
任
主
査
の
職
務

４
 　
地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て

ら
れ
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
主
査
の
職
務

特
２
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ

た
指
導
主
事
の
う
ち
困
難
な
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
主
幹
の
職
務

３
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ

た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
次
長
の
職
務

４
級

地
方
教
育
行
政
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
員
を
も
つ
て
充
て
ら
れ



号外第６号　平成28年３月22日　火曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
た
指
導
主
事
の
う
ち
地
方
機
関
の
副
参
事
の
職
務

研
究
職
給
料
表
１
級

　

２
級

３
級

１
　
高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
研
究
を
行
う
研
究
員
の
職
務

２
　
警
察
本
部
の
技
術
副
参
事
の
職
務

３
　
警
察
本
部
の
科
長
の
職
務

４
　
宮
城
県
警
察
科
学
捜
査
研
究
所
の
副
所
長
の
職
務

４
級

１
　
困
難
な
研
究
を
行
う
試
験
研
究
機
関
の
副
所
長
又
は
副
場
長
の
職
務

２
 　
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
相
当
の
範
囲
に
わ
た
る
研
究
の
調
整
，

指
導
等
を
行
う
警
察
本
部
の
技
術
副
参
事
の
職
務

５
級

１
　
本
庁
の
技
術
参
事
の
職
務

２
　
規
模
の
大
き
い
試
験
研
究
機
関
の
副
所
長
の
職
務

３
　
研
究
連
携
推
進
監
の
職
務

４
　
研
究
管
理
監
の
職
務

５
　
東
北
歴
史
博
物
館
又
は
美
術
館
の
副
館
長
の
職
務

医
療
職
給
料
表

（
一
）

１
級

２
級

１
　
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
技
術
次
長
の
職
務

２
　
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
主
任
主
査
の
職
務

３
 　
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
職
務

３
級

１
　
保
健
医
療
監
の
職
務

２
 　
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
技
術
副
参
事

の
職
務

３
 　
特
に
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
技
術
次
長
の

職
務

４
級

１
 　
極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
技
監

の
職
務

２
 　
極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
次
長

の
職
務

３
 　
極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
技
術

参
事
の
職
務

医
療
職
給
料
表

（
二
）

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
技
術
主
査
の
職
務

６
級

１
　
本
庁
の
技
術
副
参
事
の
職
務

２
　
地
方
機
関
の
支
所
長
の
職
務

３
　
地
方
機
関
の
技
術
副
参
事
の
職
務

７
級

医
療
職
給
料
表

（
三
）

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
技
術
主
査
の
職
務

６
級

１
　
本
庁
の
技
術
副
参
事
の
職
務

２
　
地
方
機
関
の
支
所
長
の
職
務

３
　
地
方
機
関
の
技
術
副
参
事
の
職
務

備
考
　
１
 　
こ
の
表
中
「
本
庁
」
と
は
，
部
制
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
一
号
）
に
よ
り
設
け
ら

れ
た
部
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
課
室
並
び
に
法
第
百
七
十
一
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
出
納
局
及
び
出
納
局
の
下
に
設
け
ら
れ
た
課
室
を
い
う
。

　
２
 　
こ
の
表
中
「
委
員
会
等
の
事
務
局
」
と
は
，
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
並
び
に
法

第
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
及
び
委
員
の
事
務
局
を
い
う
。

　
３
 　
こ
の
表
中
「
地
方
機
関
」
と
は
，
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
事
務
所
，
法
第
百
五
十
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別
表
第
二
ホ
の
備
考
及
び
同
表
ヘ
の
備
考
２
中
「相

当

」
を
削
る
。

　

別
表
第
三
の
中
学
卒
の
欄
⑴
中
「中

学
校

」
の
下
に
「，

義
務
教
育
学
校

」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
五
の
備
考
４
中
「又

は

」
を
「若

し
く
は

」
に
、
「課

程
を

」
を
「課

程
又
は
薬
学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関

す
る
課
程

（修
業
年
限
４
年
の
も
の
に
限
る
｡

）を
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
ハ
の
表
中
「

38

39

40

41

41

42

42

43

43

44

」
を
「

37

38

38

39

39

40

40

41

42

43

」
に
改
め
、
別
表
第
七
ホ
の
表
中
「

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

」
を
「

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

34

35

」
に
改
め
、
別
表
第

七
ト
の
表
中
「

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

64

64

64

」
を
「

61

62

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

63

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
の
改
正
規
定
及
び
次
項
か
ら
附

則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２ 　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
七
―
三
十
三
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
別
表
第
七
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３ 　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号

俸
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
俸
が
改
正
前
の
規
則
七
―
三
十
三
（
以
下

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
俸
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る

号
俸
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
俸
と
す
る
も
の
と

す
る
。

４ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け

る
号
俸
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当

該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５ 　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
改
正

条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則

第
三
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、
改
正
条
例
第
四
条
第
三
項
に
よ
り
そ
の
者
が
属

す
る
こ
と
と
な
る
職
務
の
級
（
以
下
「
新
職
務
の
級
」
と
い
う
。
）
が
、
改
正
前
の
給
与
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
者
が
属
す
る
こ
と
と
な
る
職
務
の
級
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　

（
改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
）

６　

改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
降
に
降
格
を
し
た
職
員

　

二 　

施
行
日
以
降
に
初
任
給
基
準
異
動
（
給
料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異

な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
ほ
か
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た

職
員

　

三 　

施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間
（
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
休
職
等
期
間
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職
員
で

あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
（
規
則
七
―
三
十
三
第
四
十
三

条
、
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
第
五
条
、
育
児
休
業
条
例
第
八

条
、
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
十
条
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
号
俸
の
調
整
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
も
の

　
　

イ　

法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ロ　

法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ハ　

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

　
　
 六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
（
警
察
署
を
除
く
。
）
，
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

設
け
ら
れ
た
内
部
組
織
の
う
ち
本
庁
に
属
さ
な
い
も
の
，
法
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の

施
設
，
地
方
教
育
行
政
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
部
組
織
の
う
ち
委
員
会
等
の
事
務
局
に
属
さ

な
い
も
の
及
び
同
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
教
育
機
関
を
い
う
。

　
４
 　
こ
の
表
中
「
警
察
本
部
」
と
は
，
県
警
察
本
部
の
内
部
組
織
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県

条
例
第
三
十
一
号
）
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
部
及
び
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
察
学
校
を
い
う
。

　
５
　
こ
の
表
中
「
市
警
察
部
」
と
は
，
警
察
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
警
察
部
を
い
う
。

　
６
　
こ
の
表
中
「
警
察
署
」
と
は
，
警
察
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
察
署
を
い
う
。
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ニ　

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
間

　
　

ホ 　

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
修
学
休

業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ヘ　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ト　

外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

　
　

チ 　

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又
は
介
護

休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

　
　

リ　

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

　

四 　

施
行
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
俸
を
決
定
さ
れ
た
職
員
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に

準
ず
る
職
員
を
含
む
。
）　

　

（
権
衡
職
員
の
範
囲
）

７ 　

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
（
前
項
第
一

号
に
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
職
員
と
す
る
。

　

一  　

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員　

新
職
務
の
級
が
施
行
日
の
前
日
に
当

該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
こ
と
と

な
る
も
の

　

二 　

施
行
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
職
員　

新
職
務
の
級
が
施
行
日

の
前
日
に
当
該
復
職
時
調
整
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の

級
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

８ 　

改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
人
事
交
流
等
職
員
（
施
行
日
以
降
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受

け
な
い
地
方
公
務
員
、
国
家
公
務
員
及
び
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
か

ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
を
い
う
。
）
（
第
六
項
第
一

号
に
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
新
職
務
の
級
が
そ
の
者
が
引
き
続
き
給

料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
な
ら
ば
施
行
日
の
前
日
に
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
属
す
る
こ

と
と
な
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
〇
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
〇
―
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
〇
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
〇
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
項
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
削
る
。

　

第
七
条
中
「
特
定
任
期
付
職
員
」
の
下
に
「（
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
規
則
十
三
―
〇
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
第
十
条
」
を
「
規
則
十
三
―

〇
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
第
九
条
」
に
、「
規
則
十
三
―
〇
第
十
条
」
を
「
規
則
十
三

―
〇
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
一
―
五

　
　
　

 

人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
）
に
基

づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
三
―
一
（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
三
項
及
び
」
を
削
り
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
を
削
る
。
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第
五
条
中
「
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
の
下
に
「（
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
任
期

付
研
究
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
、「
第
二
号
任
期
付
研
究
員
」
の
下
に
「（
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
第
二
号
任
期
付
研
究
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
委
任
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

 
宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一 　

二
の
23
中
「
イ
の
標
準
的
な
職
務
」
を
「
給
与
条
例
別
表
第
五
の
二
に
定
め
る
級
別
標
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務

と
同
程
度
の
職
務
」
に
改
め
る
。

　
　

二
中
33
を
34
と
し
、
30
か
ら
32
を
31
か
ら
33
と
し
、
29
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

30 　

給
与
条
例
別
表
第
五
の
二
級
別
標
準
職
務
表
の
標
準
的
な
職
務
欄
中
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

　
　
　

 

人
事
委
員
会
の
権
限
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
の
委
任
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
五
年
人
事
委
員
会
告
示
第
二
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
）
の

一
部
の
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

一　

二
の
⑹
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
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